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内部統制システムの整備に関する基本方針の一部改定について 

 

 当社は、平成 20 年 4 月 25 日開催の取締役会において、内部統制システムの整備に関する基本方

針について決議いたしましたが、このたび平成 24 年 7 月 25 日の取締役会において一部改定を決議

いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。（変更箇所は下線で示しております。その

他の部分につきましては、変更はございません。） 
 

記 

内部統制システムに関する基本方針について 
 
1.概要 
 本決議は、会社法第 362 条第 5 項に基づき、代表取締役により具体的に実行されるべき当社の内

部統制システムの構築において、代表取締役が遵守すべき基本方針を明らかにするとともに、会社

法施行規則第 100 条に定める同システムの体制整備及び金融商品取引法第 24 条の 4 の 4 に定める

内部統制報告書の有効かつ適正な提出に必要とされる各条項に関する大綱を定めるものである。本

決議に基づく内部統制システムの構築は、各条項に定める担当者の下で、可及的速やかに実行すべ

きものとし、かつ、内部統制システムについての不断の見直しによってその改善を図り、もって、

効率的で適法な企業体制を作ることを目的とする。 
 
2.個別内容 
(1)取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 
 ①取締役の職務執行に係る情報・文書の取扱いは、当社社内規定及びそれに関する各管理マニュ

アルに従い適切に保存及び管理の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見

直し等を行う。 
 ②前項に係る事務は各担当取締役が所管し、検証・見直しの経過について定期的に取締役会に報

告する。 
 
(2)損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
 ①当社は、全社的なリスクを網羅的に管理するために、代表取締役社長を委員長とし、企画本部

担当取締役を補佐役とするリスク管理委員会を設置する。同委員会は、リスク管理規程の整備、

運用状況の確認を行うとともに使用人に対する研修等を企画実行する。 
 ②内部監査室は代表取締役社長直属とし、コンプライアンス担当取締役がこれを補佐する。同室

は、定期的に業務監査実施項目及び実施方法を検証し、監査実施項目に遺漏なきよう確認し、

必要があれば監査方法の改定を行う。 
 ③内部監査室の監査により法令定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が

発見された場合には、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について直ちに

リスク管理委員会及び担当部署に通報される体制を構築する。 
 



 

 ④内部監査室の活動を円滑にするために、リスク管理規程、関連する個別規程、ガイドライン、  

マニュアルなどの整備を各部署に求め、また内部監査室の存在意義を全使用人に周知徹底し、

損失の危険を発見した場合には、直ちに内部監査室に報告するよう指導する。 
 
(3)取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制 
 ①経営計画のマネジメントについては、経営理念を機軸に毎年策定される年度計画及び中期  

経営計画に基づき各業務執行ラインにおいて目標達成のために活動することとする。また、経

営目標が当初の予定通りに進捗しているか業績報告を通じ定期的に検査を行う。 
 ②業務執行のマネジメントについては、取締役会規程により定められている事項及びその付議  

基準に該当する事項についてはすべて取締役会に付議することを遵守し、その際には経営判断

の原則に基づき事前に議題に関する十分な資料が全役員に配布される体制をとるものとする。 
 ③日常の職務執行に際しては、職務権限規程、業務分掌規程等に基づき権限の委譲が行われ、各

レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を遂行することとする。 
 
(4)取締役・使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 
 ①全役員及び使用人に法令定款の遵守を徹底するため、コンプライアンス担当取締役の下にコ  

ンプライアンス統括部を設置し、担当取締役の責任のもと、コンプライアンス規程・同マニュ

アルの作成を行うとともに、全使用人が法令定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制

として内部通報制度を整備する。 
 ②万一コンプライアンスに関連する事態が発生した場合には、その内容・対処案がコンプライア  

ンス担当取締役を通じ代表取締役社長、取締役会、監査役に報告される体制を構築する。 
 ③各取締役は、コンプライアンス規程に従い、担当部署にコンプライアンス責任者その他必要な  

人員配置を行い、かつコンプライアンス・マニュアルの実施状況を管理監督し、使用人に対し

て適切な研修を行い、それを通じて使用人に対し内部通報制度のさらなる周知徹底を図る。 
 
(5)当社並びに子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 
 ①四半期毎に、子会社等のリスク情報の有無を監査するために、子会社等との間で内部監査契約

を締結するとともに、内部監査室がグループ監査を担当する。 
 ②内部監査室は、子会社等に損失の危険が発生し、これを把握した場合には、直ちに発見された

損失の危険の内容、発生する損失の程度及び当社に対する影響について、当社の取締役会及び

担当部署に報告される体制を構築する。 
 
(6)監査役の補助をすべき使用人を置くことに関する事項 
 ①監査役の職務を補助するために、総務部の人員のうち 1 名以上を監査役職務補助使用人とする。 
 ②前項の具体的な内容については、監査役の意見を聴取し、人事担当取締役その他の関係方面の

意見も十分に考慮して決定する。 
 
(7)監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項 
 ①監査役の職務を補助すべき使用人の任命・異動については、監査役会の同意を必要とする。 
 ②監査役職務補助使用人の人事評価については、監査役の意見を聴取するものとする。 
 
(8)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する事項 
 ①取締役及び使用人は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及

び情報提供を行うこととする。 
 ②前項の報告・情報提供として主なものは、次の通りとする。 
  ・当社の内部統制システム構築に関わる部門の活動状況 
  ・当社の子会社等の監査役の活動状況 



 

  ・当社の重要な会計方針、会計基準及びその変更 
  ・業績及び業績見込の発表内容、重要開示書類の内容 
  ・内部通報制度の運用及び通報の内容 
  ・社内稟議書及び監査役から要求された会議議事録の回付の義務付け 
 
(9)その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 
 ①監査役の職務を補助する使用人の選任を含め、当社の監査体制と内部統制システムの体制  

との調整を図り、よって当社の監査体制の実効性を高めるため、内部統制担当取締役を責任者

として、常勤監査役、コンプライアンス担当取締役及び内部監査室長を委員とする監査体制検

討委員会を設置する。 
 ②同委員会の委員は、監査の実効性確保に係る各監査役の意見を十分に尊重しなければなら  

ない。 
 
(10)財務報告の信頼性を確保するための体制 
 ①財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法に定める内部統制報告書の有効かつ適切な提出のた

め、内部統制システムの構築を行う。 
 ②内部統制システムと金融商品取引法及びその他の関係法令等との適合性を確保するために、全

社レベル並びに業務プロセスレベルの統制活動を強化するとともに、その仕組みを継続的に評

価し必要な是正を行う。 
 
(11)反社会的勢力排除に向けた体制 
 ①市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは関係を持たないことをコンプ

ライアンス基本方針に定めており、毅然とした姿勢で対応する。 
 ②反社会的勢力による不当要求事案等の発生時は総務部及びお客様相談室を対応部署とし、警察

等関連機関とも連携して対応する。 
 ③反社会的勢力との関係断絶を主とした「反社会的勢力等への対応に関わる基本方針」を定

め、ホームページにて公開し、広く内外へ宣言している。 
 ④平成 23 年全国で施行完了した「暴力団排除条例」に対応するため、事業に関わる契約を締

結する際には、取引先が反社会的勢力またはそれと関わりがある個人・法人等でないこと

の確認に努めている。 
 ⑤事業に関わる契約を締結する際には、双方において反社会的勢力または関わりのある個

人・法人等でないことを約し、後に違背が発覚した際には、契約の解除と共に損害賠償請

求に応じる義務を負う等の「暴力団排除条項」を契約書面にて交わしている。 
 ⑥従業員等の雇用にあたり、入社時提出の「宣誓書」において、被採用者自らが反社会的勢

力等でないこと、もしくはそれと関わりがないことを宣言させている。 
以  上 


